
お問い合わせ先：浄土真宗本願寺派 重点プロジェクト推進室 

〒600-8501 京都市下京区堀川通花屋町下る 浄土真宗本願寺派宗務所２階 

Tel：075-371-5181 

Mail：project@hongwanji.or.jp 

新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止、又は内容変更（学習支援を中止とし、お弁当の配布のみ）をいたします。  

中止、又は内容が変更になる場合は、お申し込みいただいた方へ事務局よりご連絡いたします。予めご了承ください。  

笑顔塾 

西本願寺みんなの笑顔食堂＜学習支援＞ 

申し込みはお電話にて承っております (075-371-5181) 

電話が繋がりましたら、「笑顔塾の申し込み」とお伝え 

ください。  

宿題などの勉強道具・マスクをご持参ください。 

宿題や読書など自由に勉強する居場所を提供し、 

ボランティアの方が学習支援を行います。 

勉強した後は、ゲーム等、ボランティアのみんなと 

楽しく過ごしましょう！ 

当日はマスク着用・アルコール除菌・参加者の検温・勉強の際の十分なフィジカルディスタンスの確保、アク
リル板の設置等感染症対策を講じたうえで開催します。ご参加の際は必ずマスクの着用をお願いいたします。 

なお、昼食会場は用意しておりませんので、お弁当は各自お持ち帰りいただき、お召しあがりください。  

(京都南ライオンズクラブ協賛) 

５月２８日(土) 
9：30～12：00 

参加費 

無料 
お弁当 ０円 

(ご都合のいい時間にお越しください) 

場 所 

対 象 

定 員 

西本願寺「聞法会館」３階 

小学１年生～６年生 

２０名（事前予約制） 

 ※定員に達し次第受付を終了します 

(代表) 



「西本願寺みんなの笑顔食堂」<学習支援>『笑顔塾』ご参加にあたって 
（新型コロナウイルス感染症対策） 

 
「西本願寺みんなの笑顔食堂」<学習支援>『笑顔塾』開催にあたり、参加者の皆さまの安心安全を

確保するため、新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催いたします。 
つきましては、ご参加にあたっては、下記の事項をご確認のうえ、全ての参加者の感染リスクを

最小限に減らすため、ご理解ご協力くださいますようお願いいたします。 

  
(※1)「新しい生活様式」の実践例については、厚生労働省 HPで 

確認できますので、右の QRコードを読み取りご確認ください。 

 
 

上記(1)～(10)の事項について、すべて同意のうえお電話（TEL：075-371-5181）にてお申込み 
いただき、参加者氏名・保護者氏名・緊急連絡先を記入のうえ、参加当日に受付へご提出ください。 

 

●上記(1)～(10)の事項について、すべて同意いたします 

参加者氏名              保護者氏名              

緊急連絡先       －       －         

※記載いただいた個人情報については、『笑顔塾』以外の目的に使用いたしません 

（１） 徹底した感染症対策を講じますが、行事参加により感染リスクがあることをご承知おき
ください。 
 

（２） やむを得ず感染拡大を防止する目的で行事を中止又は内容を変更する場合があります。 
 

（３） 勉強後に行うレクリエーションについては、感染リスクを回避するため、フィジカルデ
ィスタンスが確保できるものに限り行います。 

 
（４） お弁当配布の際、手袋を着用し感染症対策を徹底したうえで配布いたします。また、お

弁当は必ず持ち帰って食べていただきます。 
 

（５）次の項目に該当する場合は、参加を控えていただくようお願いいたします。 
① 参加前 2週間において、37.5度以上の発熱や軽い風邪症状（のどの痛み、咳、発熱）が

あった場合。 
② 新型コロナウイルスに感染もしくは感染の疑いがある状態で、医師より復帰可能である

診断が下されていない場合。 
③ 保健機関等から濃厚接触者の連絡を受けている者。  
④ 同居の家族等に感染及び感染の疑いがあり、検査結果が陽性もしくは明確ではない状態

の場合。 
⑤ 過去 14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表されている国・地

域等への渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある場合。 
⑥ 感染対策として休校措置または学級閉鎖の対応がされている場合。 
 

（６）「新しい生活様式」(※1)を実践し、感染を誘発する行為を自粛し、自己の感染予防及び
相手に対してのエチケットを考えて行動してください。 

 
（７）感染防止対策にかかる重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室からの指示には必ず従ってください。 

 
（８）行事中はマスク着用し、咳エチケットを心掛け、こまめな手指消毒を徹底してください。 
 
（９）次の項目に該当する場合は、必ず、重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室まで報告してください。 

① 体調不良の方がおられる場合 
② 行事後に感染者が判明した場合(※必要に応じて関係者には追って連絡をいたします)  
 

（10）京都府が「特別警戒基準」に達した場合や、「緊急事態宣言が発出」又は「まん延防止等
重点措置が適用」された場合は、総局において開催の可否、又は内容の変更を決定し、
重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室より参加者の保護者へ連絡いたします。 

厚労省 HP(「新しい生活様式」の実践例)→ 

 


